
 
  Ⅲ 調査結果 
 

（３）職場での経験 

 

職場での経験は、当然ながら社会人での経験割合が高くなっている。特に「残業代が支

払われなかった」「残業時間を過少申告させられた」割合が高くなっている。 

「上記のような不当な扱いは経験していない」の割合を全体から引くと、学生・生徒の

うちに職場での不当な経験をした割合は約半数であるが、社会人になると約 7 割が何らか

の不当な経験をしていることがわかる。 

 

 

勤務先・アルバイト先での経験（複数回答）【学生ベース：アルバイト経験者】
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